
― 新型コロナウイルス感染拡大防止のための学校法人金沢工業大学活動制限指針別紙 ― 安全衛生委員会

　制限対象地域

１． 教育活動の優先

●

２． 県外へ移動した学生、出張等が許可された教職員

●

●

３． 県外からの来訪者等と接触した学生、教職員

●

●

注記１．

注記２．当該期間に行われる学生募集活動等については別途取り扱う。 　　【参考】宮崎県が作成した「全国の感染状況について」（宮崎県HPより）

対面授業の実施内容（対象学生・日程等）は、各学校が定めたとおりであり、

対面授業を優先した運営をお願いします。

 安全衛生委員会が指定する制限対象地域 （令和４年1月9日 ～ 1月20日） 令和4年1月8日現在

広島県、山口県、沖縄県
昨年末に国内で新しい変異株(オミクロン株)の感染が確認されて以降、年明けには急速に感染者数が増

加に転じています。政府は広島県、山口県、沖縄県に「まん延防止等重点措置」の適用を決定しまし

た。現況を踏まえ本委員会もこれに準拠し、令和4年１月31日まで同3県を「制限対象地域」としま

す。

なお、感染状況により現行の「制限対象地域」を見直す場合がありますので、十分注意してください。

従前のとおり３密（密集・密接・密閉）を避ける、マスクの着用、手洗い、換気など、

基本的な感染対策が有効です。「新しい生活様式」の徹底と感染リスクの高まる「５つ

の場面」を避ける行動を引き続きお願いします。

大学の学外授業は原則可能とし事前に申請書を提出し、許可されたものに限る。また、

課外活動（学外）は、事前に申請書が提出され許可されたものは実施可能とする。高専

については、別途取り扱う。

制限対象地域へ移動した学生は１週間のキャンパス立ち入りを禁止する。出張等から帰

着した教員は、1週間の在宅勤務、職員は1週間の執り決めた感染防止対策を講じた勤

務体制での執務を行う。但し、新型コロナワクチンを2回接種の後、2週間を経過した

健康な学生・教職員は、移動又は出張等の帰着後の1週間の在宅勤務等を除外できる。

訪問する地域が発表している行動制限を尊重してください。

制限対象地域からの来訪者と接触した学生は、１週間のキャンパス立ち入りを禁止す

る。同様に教員は、1週間の在宅勤務、職員は1週間の執り決めた感染防止対策を講じ

た勤務体制での執務を行う。但し、新型コロナワクチンを2回接種の後、2週間を経過

した健康な学生・教職員は、来訪者との接触後の1週間の在宅勤務等を除外できる。

来訪者が居住する地域が発表している行動制限を尊重してください。


